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議    長

事 務 局

議    長

開 会（午前１０時）

定刻になりましたので、ただいまから、令和元年度第１３回総会を開催いたし

ます。

まず、事務局より連絡事項があります。

資料の修正と差替えについてお知らせです。

議案書の議題８「農用地利用集積計画に関する件」について、１件取下げがあ

りましたので、事前に送付の議案書の表紙の４４件を４３件に修正、並びに、取

下げになりました内容が記載されたページにつきましては、本日お配りしました

資料に差替えをお願いします。

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。

１９人中１８人の出席で、過半数以上の出席でございますので、会は成立いた

しております。

なお、欠席届が、堂免委員から出されています。

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、こちらからご指名申し上げ

てよろしいでしょうか。

（異議なしの声）

それでは、園山委員、永尾委員にお願いいたします。

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。

次に、議事参与の制限についてお知らせいたします。

議題８．｢農用地利用集積計画に関する件」につきましては、議事参与の制限

となっておりますのでよろしくお願いします。

それでは、議題の審議に入って参ります。
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議              題

議題１．農地法第３条許可申請に関する件

１ページ～３ページ １１件

議    長 それでは、議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。

まず、谷山、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、譲渡理由：労力不足、譲受理由：規模拡大、権利の種別：賃貸借権、

期間３年。

以上です。

議 長 次に、伊敷、７番委員お願いします。

７ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、吉野、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号３号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。

番号４号、相手要望、新規就農、所有権移転、売買

この件について、補足説明いたします。

譲受人は、住宅ローンの残債があることや高校在学中の子供がいることなどの

家庭の事情から、東京都墨田区に住民登録を残しておりますが、現在は、農業経

営に専念するため、いち早くＵターンし、申請地から約１００ｍしか離れていな

い実家で、母親の面倒を見ながら生活しており、前述の家庭の事情が完了した際

は、住民登録も本市に移す予定とのことです。

以上です。

議 長 次に、吉田、１２番委員お願いします。

１ ２ 番 委 員 ご報告します。

番号５号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。

番号６号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買

以上です。

議 長 次に、桜島、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。

番号７号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買

以上です。
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議 長 次に、喜入、１６番委員お願いします。

１ ６ 番 委 員 ご報告します。

番号８号、農業廃止、相手要望、所有権移転、売買。

番号９号、療養その他生活資金、規模拡大、所有権移転、売買。

番号１０号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、郡山、８番委員お願いします。

８ 番 委 員 ご報告します。

番号１１号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお

願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可

申請に関する件」１１件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申

請人に許可書を交付することといたします。

議題２．農地転用事業計画変更に関する件

４ページ １件

議    長 次に、議題２．「農地転用事業計画変更に関する件」を審議します。

議題３．「農地法第４条許可申請に関する件」吉野の番号２号の案件が、この

事業計画に関連するので併せて、審議していただききたいと思います。

それでは、吉野、１５番委員お願いします。
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１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、変更後：バス駐車場、変更前：ゴルフ場従業員用駐車場、申請事由：

市交通局からバス路線移譲を受けることに伴いバス駐車場が必要となったため。

権利の種別：所有権移転、許可日：令和元年６月２７日、許可番号：農委第０１

３５－６号、別件４条番号２同時申請。

５ページ、４条許可申請番号２と関連がありますので、読み上げます。

番号２号、用途・施設：駐車場７４９．６５㎡、休憩所１棟１０．３５㎡、周

囲の状況及び被害防除計画：東・西…私道、南…市道、北…宅地、境界…土留、

雨水…私道側溝。

この２件につきまして、補足してご説明します。

申請地は、吉野支所から東方向へ約２．３ｋｍに位置する、寺山風致地区内に

ある「第２種農地、市街地近接農地」に該当します。

申請人は、本市に本店を置き、旅客自動車運輸・運送事業などを経営する法人

で、令和元年６月２７日付けで、自社が経営するゴルフ場の従業員用駐車場とし

て５条許可を受けましたが、同じく経営するバス会社が、４月１日より、鹿児島

市交通局から、バス路線の移譲に伴い、大型バス６台分の駐車場及び乗務員休憩

所が必要となったため、今回５条事業計画変更と４条許可申請を行ったもので

す。

以上です。

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、第２

種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地転用事業計画

変更に関する件」１件につきましては、原案どおり承認するものと決定いたしま

す。

また、議題３．「農地法第４条許可申請に関する件」番号２号につきましては、

原案どおり許可するものと決定し、申請人に許可書を交付することといたしま

す。

議題３．農地法第４条許可申請に関する件

５ページ ２件

議    長 次に、議題３「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。

先ほど吉野の１件につきましては、議題２．｢農地転用事業計画変更に関する

件」と併せて審議しておりますので、それ以外の１件について審議していただき

きたいと思います。

それでは、吉野、１５番委員お願いします。
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１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、用途・施設：住家１棟１２７．５２㎡、庭敷地等１８８．４８㎡、

周囲の状況及び被害防除計画、東・西・北…本人畑、南…市道、境界…ブロック

積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

以上です。

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、第２

種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「農地法第４条許可

申請に関する件」１件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。

議題４．農地法第５条許可申請に関する件

６ページ～９ページ １４件

議    長 次に、議題４「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。

まず、谷山、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、用途・施設：住家１棟６３．３４㎡、庭敷地等１３７．６６㎡、周

囲の状況及び被害防除計画、東…里道、西…他人畑、南…渡人畑、北…宅地、境

界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽、権利の種別：所有権移転、

売買。

番号２号、住家１棟１００．８０㎡、庭敷地等１１９．２０㎡、東・南…宅地、

西…里道、北…雑種地、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、売買。

この件につきましては、事務局より補足説明します。
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谷 山 支 局 事務局より補足説明させて頂きます。

譲渡人は、不動産売買、管理・土木建設業その他を業務とする会社法人です。

申請地は、谷山支所から南へ約４．５キロ、鹿児島市食肉センター脇へ流れ出る、

野頭川の河口左岸に位置しております。譲渡人である同法人は、平成８年１０月

に資材置場として５条許可を受け、許可に基づく転用目的を完結し所有権移転登

記は行ったものの、地目変更をせずに今日に至っております。

この間、平成２７年８月には、廃止した資材置場の跡地利用のため、４条申請

により貸家２棟の建築のための４条許可を得ましたが、申請人の都合による申し

出により、平成２９年７月２８日付で許可を取消しております。

また、平成３０年４月には、この土地の一部を分筆して、住家 1棟を建築する

ための５条許可を得ております。

今回の申請は、平成３０年に分筆した土地の残地である農地に、住家１棟を建

築しようとするものです。

なお、転用後の地目変更手続き等については、転用行為が完結次第、迅速かつ

確実に実施するよう、また今後はこのようなことがないよう指導致しました。

以上で、補足説明を終わります。

１ 番 委 員 続けます。

番号３号、車両置場４８１．００㎡、東…里道、西・南・北…宅地、農道、境

界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移転、売買。

番号４号、通路１２．００㎡、東…市道、西・南・北…宅地、境界…ブロック

積、雨水…自然流下、所有権移転、売買。

番号５号、住家１棟７８．５７㎡、庭敷地等３５２．４３㎡、東…貸人畑、西・

北…貸人畑、宅地、南…里道、境界…ブロック積、雨水…水路放流、汚水…合併

浄化槽、使用貸借権。

番号６号、駐車場６９６．０７㎡、東…雑種地、西・北…水路、南…宅地、市

道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、所有権移転、売買。

以上です。

議    長 次に、吉野、１５番委員お願いします。
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１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号７号、住家１棟１０４．５１㎡、庭敷地等３７２．４９㎡、東・西・北…

宅地、南…里道、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽、所有

権移転、売買。

番号８号、太陽光発電１，５２０．００㎡、東…里道、西…他人畑、南…宅地、

北…里道、他人畑、境界…土留、防護柵、雨水…自然流下、所有権移転、売買。

この件について、補足説明いたします。

申請人は、宮崎市に本店を置き、宮崎県内はもとより、鹿児島県内においても、

太陽光発電施設の設置実績のある法人でございます。

つきましては、「法人登記事項証明書」並びに「定款」にて、申請要件を満た

した法人であることも確認しております。

今回の申請につきましては、九州経済産業局から、令和２年２月３日に、「再

生可能エネルギー発電事業計画の認定」を受けております。

なお、太陽光発電施設の規模としましては、総面積１，５２０㎡、パネル２８

８枚、発電出力４９．５ｋＷで、約１０世帯分の年間消費電力量を賄う予定でご

ざいます。

以上です。

議    長 次に、吉田、１２番委員お願いします。

１ ２ 番 委 員 ご報告します。

番号９号、住家１棟７１．２１㎡、庭敷地等２４７．７９㎡、東…別件５条申

請地、西…渡人畑、南…他人畑、北…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、

汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

番号１０号、住家１棟８９．６７㎡、庭敷地等２３０．３３㎡、東・南…他人

畑、西…別件５条申請地、北…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水

…合併浄化槽、所有権移転、売買。

以上です。

議    長 次に、喜入、１６番委員お願いします。
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１ ６ 番 委 員 ご報告します。

番号１１号、住家１棟８２．８１㎡、庭敷地等１６１．１９㎡、東…宅地、西

…他人畑、南…市道、北…里道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合

併浄化槽、所有権移転、売買。

番号１２号、太陽光発電１，０３６．００㎡、東…他人田、西…他人畑、南…

里道、北…水路、境界…防護柵、雨水…自然流下、所有権移転、売買。

この件について補足説明をいたします。

申請人は喜入町にある農地を取得し太陽光発電施設として転用を行うもので

す。

発電規模としましては、太陽光パネル１９２枚で、発電出力が４９．５ｋＷに

なります。

なお九州経済産業局からの設備認定通知書は、令和元年１２月２６日に認定を

受け、九州電力との系統連係に係る契約は、当初株式会社が令和元年９月９日に

受けたものを令和元年１１月１４日に申請人へ事業継承が行われております。

以上です。

議    長 次に、郡山、８番委員お願いします。

８ 番 委 員 ご報告します。

番号１３号、駐車場１１４．００㎡、転回場１２０．００㎡、東・南…水路、

西…県道、北…宅地、境界…ブロック積、雨水…県道側溝、所有権移転、売買。

番号１４号、太陽光発電１，７３７．００㎡、東…河川、西…県道、南…渡人

田、北…他人田、境界…防護柵、雨水…自然流下、所有権移転、売買。

本件について補足説明をさせていただきます。

申請地は、郡山支所から、北東へ約３．３㎞に位置する第２種農地のその他の

農地に該当します。

受人は太陽光発電施設を設置するため、申請地を購入し、転用を行うものです。

規模としましては、太陽光パネル２７０枚、発電出力４９．５ｋＷで約９世帯分

の年間消費電力を賄うことになります。

九州経済産業局から発電設備認定の通知を令和２年１月に受けております。

以上です。
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議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、全て、

第２種、第３種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題４．「農地法第５条許可

申請に関する件」１４件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申

請人に許可書を交付することといたします。

議題５．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件

１０ページ ３件

議 長 次に、議題５．「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件」を審議

します。

吉田地区に合意解約の通知が出ております。

委員の皆さんには、お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「農地法第１８条第

６項の規定による通知に関する件」３件につきましては、原案どおり受理するこ

とに決定いたします。

議題６．非農地認定に関する件

１１ページ～１３ページ １２件

議    長 次に、議題６．「非農地認定に関する件」を審議します。

まず、谷山、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、調査結果：庭敷地として４３年経過、現況宅地。

番号２号、調査結果：庭敷地として３５年経過、現況宅地。

番号３号、調査結果：住家２棟、４０年経過、現況宅地。

以上です。

議    長 次に、伊敷、７番委員お願いします。
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７ 番 委 員 ご報告します。

番号４号、調査結果：住家２棟、うち１棟２１年経過、うち１棟３５年経過、

現況宅地。

番号５号、調査結果：倉庫１棟、１２年経過、現況宅地。

以上です。

議    長 次に、吉野、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号６号、調査結果：コサン竹・雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

番号７号、調査結果：コサン竹・雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

番号８号、調査結果：コサン竹・雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

番号９号、調査結果：コサン竹・雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 次に、吉田、１２番委員お願いします。

１ ２ 番 委 員 ご報告します。

番号１０号、調査結果：ゴキ竹・雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

番号１１号、調査結果：ゴキ竹・雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 次に、喜入、１６番委員お願いします。

１ ６ 番 委 員 ご報告します。

番号１２号、調査結果：松、雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「５番委員」挙手あり〕

はい、５番委員どうぞ。

５ 番 委 員 以前、竹の学名の勉強をした時に、コサン竹というのはなかったのではないか

と思いますが、どうでしょうか。

また、調べておいて下さい。

事 務 局 只今の件は、恐らく２８年６月の総会で、お配りした資料のことかと思います。

当時の中身を把握しておりませんので、次回の総会で、コサン竹については、ご

案内させていただきたいと考えております。
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議    長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「非農地認定に関す

る件」５件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。

議題７．農地利用変更届出に関する件

１４ページ １件

議 長 次に、議題７．「農地利用変更届出に関する件」を審議します。

それでは、谷山、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、埋立理由・工事内容及び変更後の使用目的：周辺土地より低いため、

盛土をして畑としての利便性を高める。工事開始日：令和２年４月１日、工事終

了日：令和２年５月３１日、周囲の状態：東…本人畑、西…水路、南…宅地、北

…他人畑、本人畑、境界…ブロック積、作物…甘しょ、高さ…０．６ｍ、搬入土

…シラス、黒土。

この件について、補足して説明いたします。

申請人は、介護保険法に基づく居宅サービス事業等を行う法人ですが、今回の

申請地の隣接地において、看護小規模多機能ホームを建設予定であり、転用につ

いては、令和２年２月２７日付で５条許可がなされております。

また、今回の申請地は、令和２年２月２８日付で、その施設利用者に対する実

習農園として、３条許可を得ております。

今回の農地利用変更届は、３条許可を得て取得した農地の利便性をより高める

ため、盛土を行うために届けられたものです。

以上です。

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農地利用変更届出

に関する件」１件につきましては、原案どおり受理することに決定いたします。
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議題８．農用地利用集積計画に関する件

１５ページ～３８ページ ４３件

議    長 次に、議題８．「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。

まず、冒頭で申し上げました「議事参与の制限」について再度お知らせいたし

ます。

２１ページ、番号１１、１２号につきましては、１８番委員自身が役員の農地

所有適格法人が、３８ページ、番号４４号につきましては、７番委員自身が、申

請人となっている案件でございます。

従いまして、１８番委員、７番委員におかれましては、農業委員会等に関する

法律第３１条の規定により、議事に参与することができませんので、順次離席い

ただき、その間に審議し、再び着席していただくことにします。

まず、１８番委員におかれましては、離席をお願いします。

（１８番委員離席後）

それでは、番号１１、１２号につきまして、事務局から説明をお願いします。

事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明いたします。

資料の２１ページをお願いします。

番号１１、１２号、地目、現況ともに畑、面積は計２，６６９㎡、権利の種類

は賃借権、区分は、１１号は更新、１２号は新規です。

令和２年３月３１日公告予定です。これは、農業経営基盤強化促進法第１８条

第３項の各要件を満たしていると考えます。

以上です。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農用地利用集積計

画に関する件」の番号１１，１２号につきましては、原案どおり、承認すること

に決定いたします。

残りの案件の審議に入ります前に、１８番委員におかれましては、ご着席をお

願いします。７番委員におかれましては、離席をお願いします。

（１８番委員着席、７番委員離席後）

それでは、番号４４号につきまして、事務局から説明をお願いします。
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事 務 局 引き続き、議事参与の制限の案件について、ご説明いたします。

資料の３８ページをお願いします。

番号４４号、地目、現況ともに田、面積は計１，２２８㎡、権利の種類は使用

貸借権、区分は、新規です。

令和２年３月３１日公告予定です。これらは、農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の各要件を満たしていると考えます。

以上です。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農用地利用集積計

画に関する件」の番号４４号につきましては、原案どおり、承認することに決定

いたします。

残りの案件の審議に入ります前に、７番委員におかれましては、ご着席をお願

いします。

（７番委員離席後）

それでは、審議に戻ります。

残りの４０件及び先ほどの３件を併せて、一括して事務局から説明をお願いし

ます。

事 務 局 資料の１５ページをご覧ください。

議案第８号、令和２年３月３１日公告予定の農用地利用集積計画集計表につい

て、ただいまの分も含め、ご説明申し上げます。

本日お配りしました資料（差替え）の集計表の右下の合計欄になります。

賃借権、３０件、４１筆、４０，３５２㎡、使用貸借権、１３件、２３筆、

１８，４４３．０８㎡、合計、４３件、６４筆、５８，７９５．０８㎡です。

事前配布資料の１６ページから３８ページは、農用地利用集積計画の内容で

す。お目通しをお願いいたします。

これらは、農業経営基盤強化促進法 第１８条 第３項の各要件を満たしてい

ると考えます。

以上で、説明を終わります。
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議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農用地利用集積計

画に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。

議題の審議は以上です。

続きまして、報告事項に入ります。



- 15 -

報        告        事        項

１．法務局から照会のあった農地等の現況について

３９ページ～４０ページ ２件

議 長 報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」

まず、谷山、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 報告します。３９ページです。

照会日：令和２年２月１２日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区域内

にあり、現況非農地である。

処理状況：令和２年２月１９日 鹿児島地方法務局へ報告済。

議 長 次に、松元、５番委員お願いします。

５ 番 委 員 報告します。４０ページです。

照会日：令和２年３月４日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の定め

のない都市計画区域内にあり、現況非農地である。

処理状況：令和２年３月１８日 鹿児島地方法務局へ報告済。

２．鹿児島市長（道路管理課）から照会のあった農地等の現況について

４１ページ １件

議 長 次に、報告事項２「鹿児島市長（道路管理課）から照会のあった農地等の現況に

ついて」

それでは、本局、９番委員お願いします。

９ 番 委 員 報告します。４１ページです。

照会日：令和２年２月２６日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区域内

にあり、現況非農地である。

処理状況：令和２年３月１７日 鹿児島市長へ報告済。

以上です。

３．国土利用計画法による届出・土地に関する調書について

４２ページ １件

議 長 続きまして、報告事項３「国土利用計画法による届出・土地に関する調書につ

いて」

それでは、事務局（本局）、お願いします。



- 16 -

事 務 局 この件につきまして、事務局からご報告申し上げます。

この調書は、市街化区域内の２，０００㎡以上の土地の売買であるため、申請

人から本市の土地利用調整課へ、国土利用計画法の規定による届出書が提出され

ものですが、申請地の一部に農地が含まれていたことから、農業委員会事務局に

意見を求められ、回答したものです。

１の「申請等に係る事項等」の欄ですが，譲受人、譲渡人、農地の所在は記載

のとおりであり、地目別面積は、畑３００㎡、転用目的は宅地開発の取付道路で

す。

次に「２ 農地の区分等」ですが、申請地は市街化区域内の農地に該当します。

次に「３ 他の土地利用計画との関係」の欄の「農業振興地域整備計画との関

係」ですが、農業振興地域内で農用地区域外です。

「その他の土地利用計画との関係」ですが、「申請に係る土地は、市街化区域内

に所在する農地であるため、転用の際は農地法第５条第１項第７号に基づく届出

が必要である。」と回答しました。

以上のとおり、土地利用調整課へ２月１８日に回答したところでございます。

以上で報告を終わります。

４．農地法第３条の３届出専決に関する報告について

４３ページ～４５ページ １３件

議 長 次に、報告事項４「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」

報告事項５「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」

報告事項６「鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について」

それでは、事務局の報告をお願いします。

事 務 局 ４３ページをお開きください。

報告事項４ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、市町

村の農業委員会に届出を要するもので、今回の届出は１３件です。

登記地目別では、田１５筆、９，５６８．００㎡、畑３５筆、２４，６９２．

００㎡、他２筆、１，１１０．００㎡となっております。取得した事由別数は、

相続が１３件。権利の種別は、所有権が１３件。農業委員会によるあっせん等は、

有が１件、無が１２件となっております。

４４ページから４５ページは、農地法第３条の３関係の内容です。

お目通しをお願いいたします。
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５．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について

４６ページ～５５ページ ３０件

事 務 局 ４６ページをお開きください。

報告事項５ 農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理しましたものです。

転用目的別では、第４条関係では、共同住宅が２件、駐車場が１件、合計３件

となっております。

第５条関係では、多い順に一般住宅が２２件、駐車場が４件、共同住宅が１件、

合計２７件となっております。

４７ページは、４条関係３件、４８ページから５５ページは、５条関係２７件

の内容です。お目通しをお願いいたします。

６．鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

別冊資料２

議 長 次に、報告事項６「鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況に

ついて」

それでは、事務局の報告をお願いします。

事 務 局 報告事項６ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

報告いたします。

別冊資料２をご覧ください。

表の一番下の合計欄をご覧ください。

まず 二段書きの上の段の１月期については、訪問戸数１６３戸、うち不在１

８戸、調査回答戸数１４４戸、貸出希望４戸１４５．４５アール、借入希望は、

ありませんでした、貸出実績１戸２３．９０アール、借入実績１戸２３．９０ア

ール、中間管理事業活用実績２３．９０アール。

次に、下の段の累計については、訪問戸数３，３４２戸、うち不在１７９戸、

調査回答戸数３，１４３戸、貸出希望１７３戸３，８１８．９５アール、借入希

望３４戸１，７４９．００アール、貸出実績１４戸１９８．４６アール、借入実

績７戸７８．９８アール、中間管理事業活用実績４６．１７アール。

各地区の実績についてはお目通しをお願いします。

以上で報告を終わります。
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議    長 ありがとうございました。

本日の議事は、全て終了しました。

（議事終了：午前１０時４０分）

（人事異動職員紹介）

（退職者挨拶）

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。

事 務 局 令和２年度第１回総会（月例）開催日時は、

４月２８日（火）午前１０時開会

教育総合センター２階 女性会館

議    長 以上で、本日の総会を終了いたします。

閉 会（午前１０時４５分）


